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学校（がっこう）を卒業（そつぎょう）した後（あと）の働き方

福祉的就労（ふくしてきしゅうろう）一般就労（いっぱんしゅうろう） 生活介護（せいかつかいご）

・一般雇用（いっぱんこよう）

・障がい者雇用（しょうがいしゃこよう）

・就労継続支援A型（しゅうろうけいぞくしえんＡがた）

・就労継続支援B型（しゅうろうけいぞくしえんＢがた）

・生活介護（せいかつかいご）



生活介護(せいかつかいご)

なにをするところ？

毎日（まいにち）「生活介護事業所」に通（かよ）い、トイレ、おふろ、ごはんなどのお手伝（てつ

だ）いをしてもらいます。

施設（しせつ）によっては、お金（かね）がもらえる活動（かつどう）をするところもあります。

だれがいっていいの？

１人でトイレやごはんの準備（じゅんび）ができない人（ひと）がいけます。

何回（なんかい）いっていいの？

好（す）きなときにいっていいです。

※土曜日（どようび）と日曜日（にちようび）はお休みです。



就労継続支援A型(しゅうろうけいぞくしえんAがた)

なにをするところ？

毎日（まいにち）「就労継続支援A型事業所」に通（かよ）い、お仕事（しごと）をして、給料

（きゅうりょう）をもらいます。

だれがいっていいの？

通常（つうじょう）の企業（きぎょう）で働（はたら）くことが難（むずか）しい人（ひと）

どのくらい働（はたら）くの？

基本的（きほんてき）には、週５日働（はたら）きます。

※土曜日（どようび）と日曜日（にちようび）はお休みです。



就労継続支援B型(しゅうろうけいぞくしえんBがた)

なにをするところ？

「就労継続支援B型事業所」に通（かよ）い、お仕事（しごと）をして、給料（きゅうりょう）をも

らいます。

だれがいっていいの？

通常（つうじょう）の企業（きぎょう）で働（はたら）くことが難（むずか）しい人（ひと）

どのくらい働（はたら）くの？

その人（ひと）の状態（じょうたい）に合（あ）わせて働（はたら）きます。

（週5日でも、週3日でもOK!！）

A型とちがうことはなに？

雇用契約（こようけいやく）を結ぶのがA型。雇用契約を結ばないのがB型。

→雇用契約を結ぶため、Ａ型は最低賃金（さいていちんぎん）が保証されます。



一般就労（いっぱんしゅうろう）お手伝いサービス

就労移行支援（しゅうろういこうしえん）

就労定着支援（しゅうろうていちゃくしえん）

一般企業へ
就職はたらくれんしゅう、めんせつのれんしゅう学校卒業

ひとりで
はたらくはたらくおてつだい

一般企業へ
就職

６か月後



学校を卒業した後の就労（働き方）の種類
種類

（しゅるい）

名前
（なまえ）

内容
（ないよう）

もらえるお金

一般就労
(いっぱんしゅうろう)

一般雇用
(いっぱんこよう)

一般企業（ふつうの会社さん）で働きます。 お給料

障がい者雇用
(しょうがいしゃこよう)

一般企業（ふつうの会社さん）の障がい者雇用枠で働きま
す。(障がい者手帳などが必要です)

お給料

福祉的就労
(ふくしてきしゅうろう)

就労継続支援Ａ型
(しゅうろうけいぞくしえんＡがた)

一般企業等で働くことが難しい人に、働く機会を提供する
とともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。

お給料

就労継続支援Ｂ型
(しゅうろうけいぞくしえんBがた)

一般企業等で働くことが難しい人に、働く機会を提供する
とともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。

工賃（こうちん）

生活介護
(せいかつかいご)

生活介護
(せいかつかいご)

生活介護事業所に通って食事、トイレなどを始めとする生
活全般の介護・援助（サポート）を受けます。

工賃（こうちん）

名前
（なまえ）

内容
（ないよう）

就労移行支援
(しゅうろういこうしえん)

一般企業への就職を目指している方に、スキルの向上などに繋がる訓練や面接、履歴書の書き方、
また、働く場所を一緒に探すなどの支援を行うサービスです。

就労定着支援
(しゅうろうていちゃくしえん)

就労移行支援や就労継続支援などの福祉サービスを利用して一般企業へ就職した方へ、就労が続く
ように支援を行うサービスです。

◆一般就労（いっぱんしゅうろう）のお手伝いサービス


